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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、
柔
道
整
復
師
等
の
広
告
規
制
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
三
十
年
五
月
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
の
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
等
の
広
告
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
の

資
料
に
お
い
て
、
検
討
会
は
、
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
、
は
り
、
き
ゅ
う
・
・
・
及
び
柔
道
整
復
・
・
・
等
の
広
告
に

つ
い
て
は
、
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
、
は
り
・
き
ゅ
う
療
養
費
検
討
専
門
委
員
会
」

「
柔
道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委
員
会
」
に
お
い
て
適
正
化
を
行
う
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
医

業
若
し
く
は
歯
科
医
業
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
関
す
る
広
告
に
つ
い
て
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
国

民
に
対
す
る
・
・
・
情
報
提
供
内
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い

る
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

現
在
、
検
討
会
に
お
い
て
、
広
告
可
能
な
事
項
の
見
直
し
等
も
含
め
た
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
指
圧
、
は
り
、
き
ゅ
う

一



及
び
柔
道
整
復
の
広
告
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
施
術
所

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
も
の
を
含
め
た
国
民
に
対
す
る
情
報
提
供
の
在
り
方
や
、
法
律
の
改
正
の
要
否
等
に
つ
い
て
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


